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する規程の一部を改正する規程 く第
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期間における勤務評定に関する規程
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川崎市自転班競走電話投票実施規則の一部を改正する

規則をここ[こ公布するa

平成21年3月31日

川崎市長阿部孝央

川崎市規則第30号

川崎市自転市競走楢話投粟実施規則の一部

を改正する規則

川崎市自転車競走電話投票実施規則¢平成7年川鴫市

規則第3号）の一部を次のように改正する。

第is粂中「当該装走が突施されるgの】を削り・「時問j

を旧時|に改める。

附則

この投則は・平或21年4り3 Uから施行する。

川崎市公害防止等生活環境の保金に関する条例施行規

瑚の一部を改正する規則をここに公布する、

平成2!年3月31日

川*¢市畏同部孝夫

川崎市規剖第31号

川嶋市公害防止等生活環境の保全に関する

条例施行規則の一部を改止する規則

川崎市公W防t等生活環境の保全に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第128号）の一部を次のように改

正する。

第9条第2時中f統計調迸に用いる産業分短並び【こ疾

病.傷害及び死因分ffiを定める政令（昭和2S年政令第!27

号）第2条の規定に基づき・産栗に関する分類の名称及

び分類表を定める等の件(平成!3年総務有告示第518号。

以下「日木標準産業分類表Jという。）に定める分類」を

「統計法（平成|9年法律第53号）第2粂第9項に規定す

る統計甚準である日木標準産業分類（以ト・「日本標申産

粟分類」という。）」Jこ改める。

第M粂第1項.第4了条第1項・第53条第3項第2号・

第67条第1項第I号・第75条の3第2項・別去第1の56

の項並びに別表第12第1項第1号及び第:;号中「日本標

準帝突分類表」をrg本標準産業分頚』に改める。

附則

この規則は、平成21年4月1日から施斤する9

川崎市都市公困条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布するs

平成21年3月31日

川崎市畏阿部孝夫

川*5市規則第32号

川崎市都釘公圈条例施行規則の一部を改疋

するI見則

川崎市拡巾公檄条例施行規粥（昭和32片H1埼市規則第

6号）の-・部を次のように改¢する。

第14条第1項の表中りぬを「1ぬ円Jに.「283R」

を「27り円」に・「392円」を「377pj」に、「16?円」をH似

円」に，「267円」をKeflPi」！こ.「3?5円jをf357円J

;こ、「13円」をU6円」に・「2&〇川|を「325円」に、「125

H.|を「152円」に.
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